
鹿児島県農政部 
 

鹿児島県育成の登録品種の自家増殖等の取扱いについて 

 

令和２年 12 月の種苗法改正により，令和４年４月１日から登録品種の自家増殖（農業者が登

録品種の種苗から得た収穫物の一部を自己の農業経営において更に種苗として利用する行為）

は育成者権者の許諾が必要となります。 

鹿児島県が育成した登録品種(注 1)について，農業者が，県から許諾を得て種苗の生産・販

売をしている生産者団体，種苗業者等を通じて正当に入手した種苗を，自家増殖等（注 2)に用

いることについては，以下の事項の遵守を条件として認め，新たな許諾手続き，許諾料は不要

とします。 

品種毎の取扱等詳細については別紙一覧を参照ください。 

 なお，今後，許諾手続きを必要とする品種がある場合は，別途定めることとします。 
 
 

【遵守事項】 

① 当該登録品種の種苗（当該種苗を用いて増殖した種苗を含む）を第三者に譲渡（有償・

無償関わらず）しないこと。 

② 当該登録品種の種苗を海外に持ち出さないこと。 

③ 収穫物の一部を種苗として用いる等，増殖した種苗を用いる際は、当該登録品種の特性

を著しく損なうことのないよう，適切な種苗を選別し利用すること。また，利用した種苗

によって本登録品種の特性が損なわれる等の問題が発生した場合には，遅滞なく当県に報

告すること。 

④ 本許諾に基づき増殖した種苗のうち自己の農業経営において種苗として用いなか  

った種苗は，遅滞なく廃棄又は食用として自家消費すること。 
 

 
注１）登録品種には，出願公表中品種も含みます。 

 注２）自家増殖等とは，自家増殖（農業者が品種の種苗から得た収穫物の一部を自己の農業経営

において更に種苗として利用する行為）及び農業者が品種の種芋，親株や苗木等から採った

ツル苗や穂木等を種苗として利用する行為 

 注３）他機関との共同育成品種の扱いについては，協議の上，方針を定めることとします。 

 注４）F1 品種の増殖で得られた種子は，それを用いて栽培すると品種本来の特性が損なわれるお

それがあるため，種苗には適しません。 

注５）「咲八姫」ついては，取引商社を通じて種苗(球根)を購入・譲受した者の自家増殖及び切り

花生産出荷はできません。 
 

 なお，農研機構や他県，民間等の登録品種の自家増殖に係る取り扱いにつきましては，各ホ

ームページ等でご確認ください。 

【問合せ先】 

 〒890-8577 鹿児島市鴨池新町 10番１号 鹿児島県農政部経営技術課技術環境係 

 TEL：099-286-3155  E-mail：gijutuk@pref.kagoshima.lg.jp 
 

○当取扱い等は，県庁ホームページに公開されています。 
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https://www.pref.kagoshima.jp/ag05/sangyo-rodo/nogyo/gizyutu/hinsyu.html 
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